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上部エおよびエプロン被災状況

上部エとエプロンの目地開き約

2 0cm。
また、上部工は海側へ最大約

4゚ 傾いた。

‘̂ 

室津港

物揚場 (- 2 m) 

全景

施設全体が海側へせり出し （約 70 

cm)、エプロンが破損した。

船揚斜路上の漁船の倒壊

当港の地震の大きさを物語って

いる。



． 室津港

x 

--------

重庫漕

宣

工法決定理由
上部エおよび本体工が沈下、

傾斜しており｀現況では不安

定であるが、背後に荷捌施設

があり 、原形復旧することが

施工上困難であるため、直立

消波ブロックによる前出しエ

法とし た。

断 面 図
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エプロン被災状況

エプロン沈下約 50cm 
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室津港

物揚場 (-3m) 

（直立消波ブロック式）

上部エおよびエプロン被災状況

上部エ背後のエプロンが約 50cm 

沈下した。また、上部エも最大約

3゚ 傾いた。

室津港での災害査定状況

(-2 m物揚場）



室津港

x 
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--------=---―-̀-- ---＝ 
-----←一

重渾漕

塵
―

工法決定理由
上部エおよび本体工が沈下、

傾斜しており、現況では不安

定であるため、現基準に基づ

く原形復旧とした。(3層ブ

ロックのうち 2層は据直し、

1層は他の箇所に流用する）

※物揚場前面被覆石の削除。

断 面 図
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エプロン部の沈下60cm 
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岩屋港

護岸 （防波）

本体ケーソンの移動により隙間が

見られる。

手すりに引っ張られた形跡が見ら

れる。

本体の移動による上部エのずれ

カラー平板の損傷



岩屋港

A
 

工法決定理由
本体が沈下および前傾して安

定計算上危険な状態にある箇

所については、本体ブロック

の据え直しを行う。また、計

画天端高より沈下している所

は嵩上げをすることとした。

エプロン部は沈下が著しいた

め嵩上げすることとした。

断 面 図

3.000 1.300 

上部エ嵩上げ

ン撤去

立 H.H.W.L+3.05 
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水叩きと側溝との間の開き

3 0cm 

岩屋港

物揚場 (-2 m) 

水叩きの沈下により 50cmの段差

が生じた。

本体も前傾した。

本体ブロ ックの移動により、地

面まで隙間が生じている。舗装

コンクリートも割れている。



岩屋港

工法決定理由
本体が大きく前傾し、安定計

算上危険な状況にある。埋め

立て土の流出も著しく 、水叩

きも 5O(Cm程沈下して物揚場

の機能が損なわれている。こ

のため全面的にやり直す事と

し、本体ブロックの据え直し、

埋め立てエ、上部エ、水叩舗

装工を実施する。

断 面 図

1500 

2
-

立 H.W.L +1.30 

立 L.W.L 土0.00

，ク’’̀‘‘ヽ・・心9‘ .-＇---------,¥< ‘‘ 
‘‘‘‘ 

~ 
ヽ
‘‘ ンヽ

/ 
9‘ 

‘ヽ＇ 
ヽ

＇ ・ヽ＇ 
・ヽ

'ヽ‘’ 
99  1 "- 9 

‘’ ’ ．、; ＇ ， ＇ ＇ , ＇ ＇ヽ ‘̀-------------------------------------------’ 

-2こ

鋼矢板II型

L=7.50m 

被災前

被災後

ニニコI復 1日
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本体工とエプロンとの目地

開き

浦港

物揚場 (-2 m) 

本体工の押し出し、および背後の

地割れ

護岸法線のずれ、および地割れ



A
4ー

4
十

工法決定理由

本体工の前傾および沈下が大

きく安定計算結果が規準を満

足できなかった。

よって据直しで原形復旧。

断 面 図
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浦港

物揚場 (-3 m) 

上部エ両側に 20 ~ 4 0cm開き、エプロン舗装全体に 15 ~ 2 0cmの沈下なら

びに目地開きしている。



L
十

A
十

工法決定理由
本体工安定のため上部エ、舗

装工等を原形復旧。
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背後地の沈下および地割れ
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楠本海岸

護岸

本体工と水叩工に生じたクラック

および目地開き

被覆ブロックの沈下および滑動



楠本海岸

工法決定理由
本体工沈下のため、護岸必要

高さで原形復旧。

0 市役所・町役場

◎ 土木事務所

仝

断 面 図

2.80 3.80（乙災）

亭
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人
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被災前

被災後

こニニコI復旧
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水叩きが沈下し、堤体との間に

隙間が生じた。排水溝は沈下に

より変形した。

松帆海岸

護岸

堤体の移動により目地部で隙間が

広く開いている。

背後地に 50cmの段差が生じた。



松帆海岸

o市役所・町役場

◎ 土木事務所

工法決定理由
堤体は、亀裂の入っている所

や目地の開きの大きい所を取

り壊して打ち直すこととし

た。また、計画天端高より沈

下している所は嵩上げを行う

こととした。水叩きや排水溝

については、目地の開きが大

きく 、空洞化も著しいため、

取り壊して打ち直すこととし

た。

少

断 面 図
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立 T.P 土0.00

ヱL.W.L -0.80 

被災前

被災後

亡一ご］I復旧
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沙l1本土木管 内 運 輸 雀 戸斤官 港 湾 施 設復1日フロー
岸壁奎ー牛勿投男均男0>仁アーーニ之

-----^  --―- --．・. -. • . —• →―→ →―→ → -—ベー→

圧
I '’’’ → | 三被災施設の 許 容 値 ！l」¥ 上部の沈下微IJ¥ 工プロンのみ復1日

安全率
I I 

YES 

滑動偏心傾斜等I し大一—上部沈下 ・ 法線修正の必要 ー［］／〗□/□／-

·-•;；恥疇；：
施 して水深大のもの

几
又―-＝ロ

ネ皮豆乏甫訂注頭礫
ての復夏IEl l|YES 

水域利用 ・経済性等

据直し（流用）

撤去•新設（一部も）

※ 震度の見直しについての条件 INO 
①被災後安全率が不足⇒⇒⇒重要度係数乃ア

(1.0→ 1. 2) 

②被災後安全率は満足⇒⇒⇒現行震度で復1日 背後地の制約を検討

(0.15*1.0*1.0=0.15) 

R岸壁以外は荷捌用物陽場（水揚等から必要長に限度）

を対象とし、被災が無ければ次期五ケ年計画で検酎する ※震度アッアの

室津港荷捌所前（物揚場ー2m等） 検討是 ・非

被災施設の許容値 上部の沈下微小 」 主プロンのみ復1日1

安全率
YES 

滑動偏心傾斜等 上部沈下・法線修正の必要 」 上部・エプロン復18|

ネ皮塁 甫 涅 繹
での復夏1日 11 IYES 

水域利用 ・経済性等

据直し（流用）憶基本

撤去•新設（一部も）

•三
背後地の制約を検討
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